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高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
検
査
組
織
等
調
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

（
検
査
組
織
等
調
査
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

第
六
十
六
条
の
二

法
第
五
十
八
条
の
三
十
四
の
経
済
産

第
六
十
六
条
の
二

法
第
五
十
八
条
の
三
十
四
の
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］
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四
の
二

法
第
三
十
九
条
の
十
三
の
認
定
の
申
請
に
係

［
新
設
］

る
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
所
に
お
け
る
保

安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
及
び
保
安
の
確
保
の
方
法

に
つ
い
て
調
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定
（
第
四
号

の
四
に
掲
げ
る
指
定
の
区
分
を
除
く
。
）

四
の
三

法
第
三
十
九
条
の
十
三
の
認
定
の
申
請
に
係

［
新
設
］

る
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
所
に
お
け
る
保

安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
及
び
保
安
の
確
保
の
方
法

に
つ
い
て
調
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定
（
次
号
に

掲
げ
る
指
定
の
区
分
を
除
く
。
）

四
の
四

法
第
三
十
九
条
の
十
三
の
認
定
の
申
請
に
係

［
新
設
］

る
法
第
五
条
第
一
項
各
号
の
事
業
所
に
お
け
る
保
安

の
確
保
の
た
め
の
組
織
に
つ
い
て
調
査
（
冷
凍
保
安
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規
則
別
表
第
〇
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
別
表
第

〇
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
別
表
第
〇
並
び
に
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
別
表
第
九
３
の
項
下
欄
及

び
別
表
第
十
上
欄
３
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
認
定
の
基

準
に
係
る
調
査
に
限
る
。
）
を
行
う
者
と
し
て
の
指

定
五
・
六

［
略
］

五
・
六

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
検
査
組
織
等
調
査
を
実
施
す
る
者
に
係
る
要
件
）

（
検
査
組
織
等
調
査
を
実
施
す
る
者
に
係
る
要
件
）

第
六
十
六
条
の
四

法
第
五
十
八
条
の
三
十
五
第
一
号
の

第
六
十
六
条
の
四

法
第
五
十
八
条
の
三
十
五
第
一
号
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
の
う
ち
、
統
括
検
査
組

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
条
件
の
う
ち
、
統
括
検
査
組

織
等
調
査
員
（
自
ら
検
査
組
織
等
調
査
を
行
う
者
（
以

織
等
調
査
員
（
自
ら
検
査
組
織
等
調
査
を
行
う
者
（
以
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下
「
検
査
組
織
等
調
査
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
作
業

下
「
検
査
組
織
等
調
査
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
作
業

者
の
指
揮
、
監
督
、
調
査
工
程
の
管
理
及
び
調
査
結
果

者
の
指
揮
、
監
督
、
調
査
工
程
の
管
理
及
び
調
査
結
果

全
般
の
判
定
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

全
般
の
判
定
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
は
、
当
該
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
運
営
に
関

る
も
の
は
、
当
該
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
運
営
に
関

し
十
分
意
見
を
反
映
し
う
る
役
職
に
あ
り
、
か
つ
、
次

し
十
分
意
見
を
反
映
し
う
る
役
職
に
あ
り
、
か
つ
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の

一

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
区

二
に
規
定
す
る
区
分
に
係
る
統
括
検
査
組
織
等
調
査

分
に
係
る
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
に
関
す
る
条
件

員
に
関
す
る
条
件
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず

は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
一
に
該
当
す

れ
か
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の

二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
区

三
に
規
定
す
る
区
分
に
係
る
統
括
検
査
組
織
等
調
査

分
に
係
る
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
に
関
す
る
条
件
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員
に
関
す
る
条
件
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず

は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
一
に
該
当
す

れ
か
一
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

四
の
二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
四
に
規

［
新
設
］

定
す
る
区
分
に
係
る
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
に
関

す
る
条
件
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の

た
め
の
組
織
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向
上
さ

せ
る
仕
組
み
に
係
る
調
査
の
実
務
に
関
す
る
四
年
以

上
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
保
安
に
係
る
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

五
・
六

［
略
］

五
・
六

［
略
］
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２

法
第
五
十
八
条
の
三
十
五
第
一
号
の
経
済
産
業
大
臣

２

法
第
五
十
八
条
の
三
十
五
第
一
号
の
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
条
件
の
う
ち
検
査
組
織
等
調
査
員
に
係
る
も

が
定
め
る
条
件
の
う
ち
検
査
組
織
等
調
査
員
に
係
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の

一

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
区

二
に
規
定
す
る
区
分
に
係
る
検
査
組
織
等
調
査
員
に

分
に
係
る
検
査
組
織
等
調
査
員
に
関
す
る
条
件
は
、

関
す
る
条
件
は
、
高
圧
ガ
ス
（
冷
凍
の
た
め
の
高
圧

高
圧
ガ
ス
（
冷
凍
の
た
め
の
高
圧
ガ
ス
を
除
く
。
以

ガ
ス
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て

下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造

同
じ
。
）
の
製
造
の
作
業
又
は
高
圧
ガ
ス
の
製
造
施

の
作
業
又
は
高
圧
ガ
ス
の
製
造
施
設
に
係
る
保
安
の

設
に
係
る
保
安
の
た
め
の
検
査
の
実
務
に
関
す
る
三

た
め
の
検
査
の
実
務
に
関
す
る
三
年
以
上
の
経
験
を

年
以
上
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
大
臣
が

有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修

定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の

二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
区

三
に
規
定
す
る
区
分
に
係
る
検
査
組
織
等
調
査
員
に

分
に
係
る
検
査
組
織
等
調
査
員
に
関
す
る
条
件
は
、
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関
す
る
条
件
は
、
冷
凍
の
た
め
の
高
圧
ガ
ス
の
製
造

冷
凍
の
た
め
の
高
圧
ガ
ス
の
製
造
の
作
業
又
は
冷
凍

の
作
業
又
は
冷
凍
の
た
め
の
製
造
施
設
に
係
る
高
圧

の
た
め
の
製
造
施
設
に
係
る
高
圧
ガ
ス
の
保
安
の
た

ガ
ス
の
保
安
の
た
め
の
検
査
の
実
務
に
関
す
る
三
年

め
の
検
査
の
実
務
に
関
す
る
三
年
以
上
の
経
験
を
有

以
上
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
経
済
産
業
大
臣
が
定

し
、
か
つ
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了

め
る
研
修
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

四
の
二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
四
に
規

［
新
設
］

定
す
る
区
分
に
係
る
検
査
組
織
等
調
査
員
に
関
す
る

条
件
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め

の
組
織
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向
上
さ
せ
る

仕
組
み
に
係
る
調
査
の
実
務
に
関
す
る
四
年
以
上
の

経
験
を
有
し
、
か
つ
、
保
安
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
で
あ
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る
こ
と
。

五
・
六

［
略
］

五
・
六

［
略
］

（
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
の
数
等
）

（
検
査
組
織
等
調
査
員
の
数
等
）

第
六
十
六
条
の
五

法
第
五
十
八
条
の
三
十
五
第
一
号
の

第
六
十
六
条
の
五

法
第
五
十
八
条
の
三
十
五
第
一
号
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
統
括
検
査
組
織
等
調

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
統
括
検
査
組
織
等
調

査
員
に
あ
つ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
の
区
分
に

査
員
に
あ
つ
て
は
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
指
定
の
区

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

分
ご
と
に
そ
の
職
員
二
名
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

お
い
て
、
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
一
名
で
一
年
間
に

て
、
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
一
名
で
一
年
間
に
検
査

検
査
組
織
等
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
所

組
織
等
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
所
、
第

、
第
一
種
貯
蔵
所
、
工
場
又
は
事
業
場
の
数
は
、
五
十

一
種
貯
蔵
所
、
工
場
又
は
事
業
場
の
数
は
、
五
十
を
超

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

え
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
の

［
新
設
］
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三
ま
で
に
掲
げ
る
区
分

当
該
指
定
の
区
分
ご
と
に

、
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
職
員
二
名

二

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
四
に
掲
げ
る

［
新
設
］

区
分

検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
職
員
一
名

２

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
検
査
組
織
等
調
査
機
関
（

２

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
検
査
組
織
等
調
査
機
関
（

検
査
組
織
等
調
査
機
関
と
し
て
の
指
定
を
受
け
よ
う
と

検
査
組
織
等
調
査
機
関
と
し
て
の
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

じ
。
）
は
、
一
の
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
に
二
以
上

、
一
の
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
に
二
以
上
の
第
六
十

の
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
係

六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
統
括
検

る
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
を
兼
務
さ
せ
る
こ
と
が
で

査
組
織
等
調
査
員
を
兼
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
組
織
等
調
査

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
統

機
関
の
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
の
数
は
、
兼
務
さ
せ

括
検
査
組
織
等
調
査
員
の
数
は
、
兼
務
さ
せ
な
い
と
き

な
い
と
き
の
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
の
数
を
下
回
っ

の
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
の
数
を
下
回
っ
て
は
な
ら



- 10 -

て
は
な
ら
な
い
。

な
い
。

３

検
査
組
織
等
調
査
機
関
（
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項

［
新
設
］

第
四
号
の
四
に
掲
げ
る
指
定
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
は
、
一
の
統
括
検
査
組
織
等
調
査
員
に
当
該
区

分
に
係
る
検
査
組
織
等
調
査
員
を
兼
務
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

（
検
査
組
織
等
調
査
機
関
の
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
六
十
六
条
の
十
一

法
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

第
六
十
六
条
の
十
一

法
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
五
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令

る
法
第
五
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
二

る
。

か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
検
査
組
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織
等
調
査
機
関
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

一
～
十
二

［
略
］

一
～
十
二

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
三
十
五
の
二
中
「第

３
項
」
を
「第

３
項

第
3
9
条
の
1
4
第
２
項
た
だ
し
書

」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。


